
○ 学長が全教員に対して直接（会議室もしくはオンライン）メッセージ
を伝えることで理解度に差が出ないように配慮 ②

○ 平成20年８月に産官学連携センター（令和３年４月よりオープンイノ
ベーションセンター）を設置し、研究支援部門として競争的研究費の
契約・管理をはじめ外部資金の体制整備と運用を所管するとともに、
防止計画推進部署としても位置づけ、研究者がワンストップで相談で
きる体制を整備 ②

○ 令和３年度は12月に啓発強化月間を設け、ポスター掲示や教授会での
啓発に加え、事務職員研修を全員に実施 ②

長崎総合科学大学の取組例（令和４年度）

※各機関の取組例は、その機関の規模や特性などによって異なるため、全ての機関
の参考・適用できるものではありません。あくまでも参考としてご覧いただくこ
とを目的に掲載しています。

不正防止対策強化の３本柱
①ガバナンス強化 ②意識改革 ③不正防止システムの強化

（①～③で最も関連性が高いと考えられる番号に整理し記載）

参考資料

・長崎総合科学大学ホームページ

・誓約書（研究者・研究支援者用、取引業者用）

・研究の不正行為防止ポスター

・公的研究費に係る研究者・研究支援者への説明事項と確認票

https://nias.ac.jp/60_Administration/fuseiboushi.html
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